
泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱 

 

制 定 令和５年３月 27日 泉政第 1660 号（区長決裁） 

最近改正 令和８年３月 24 日 泉政第 1815 号（区長決裁） 

                                

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、泉区内の様々な主体が行う、身近な地域の課題解決や魅力向上等につなが

る、主体的・継続的な取組を支援する「泉区地域課題解決支援事業補助金」（以下「本補助金」

という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 本補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年 11月横浜市規則

第 139 号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次に定めるもののほか、補助金規則の例による。 

(1) 事業年度 ４月１日から翌３月 31日までの１年間 

(2) 補助事業等開始年度 補助事業等を初めて実施した日の属する事業年度 

 

（補助金の種類） 

第３条 本補助金の種類は、次のとおりとする。 

(1) スタートアップコース  

補助事業等開始年度に属する４月１日から３年を経過しない事業を対象に交付するもの 

(2) ステップアップコース  

補助事業等開始年度に属する４月１日から３年を経過している事業を対象に交付するも

の 

(3) こどもの居場所コース  

交流・体験を通じて、こどもの自主性や社会性を育むことを目的とした事業を対象に交

付するもの 

２ 本補助金の交付申請は、１年度につき、前項に規定するいずれか１種類の支援区分について

１回を限度とする。 

 

（補助事業者等の範囲） 

第４条 この要綱における補助事業者等は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

(1) 構成員が５名以上でその半数以上が泉区内に在住、在勤若しくは在学する者である又は

泉区民を対象にかつ泉区内を中心に活動している団体。 

(2) 組織の運営に関する規則、規約又は会則等がある団体。 

(3) 自らが主体となって課題解決や地域の魅力づくり等を行う意欲がある団体。 

(4) 法人にあっては特定非営利活動法人、公益社団法人又は公益財団法人である団体。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの要件に該当するものは対象外とする。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下この項において同じ。）に該当する者があるもの。 

(3) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの。 

(4) 法人にあっては、市町村民税（特別徴収分・普通徴収分）を滞納しているもの。 

３ 泉区長（以下「区長」という。）は、補助事業者等が、前項のいずれかに該当するか否かを

必要に応じ神奈川県警察本部長に対して確認することができる。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業は、泉区内において実施する事業とし、次に掲げる全ての要件に

該当するものとする。 

(1) 公共的・公益的な事業であること。 



(2) 地域の課題解決や魅力向上につながる事業又はこどもの健全育成に資する事業であるこ

と。 

(3) 補助事業者等が自主的・主体的に企画及び実施する事業であること。 

(4) 本補助金の交付決定があった年度中に実施する事業であること。 

(5) 参加費を徴収する場合にあっては、積算根拠が明確であり、適正な実費相当額であるこ

と。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの要件に該当するものは対象外とする。 

(1) 営利目的又は特定の団体や個人のみが利益を受けるもの。 

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの。 

(3) 地域住民・団体構成員の交流や親睦を主な目的とするもの。 

(4) 事業実施を伴わない調査・研究のみを目的とするもの。 

(5) 個人の技術向上を目的とするクラブ活動及びこれに類する活動。 

(6) 施設、備品等の整備、購入のみを目的とするもの。 

(7) 公序良俗に反する等、支援の対象として適当でないと認められるもの。 

(8) 本補助金を受けようとする事業について、本市から補助金又は委託を受けているもの又

は受ける見込みがあるもの。 

(9) その他区長が適当でないと認めたもの。 

３ 第３条第１項第３号に定めるこどもの居場所コースにおいては、前２項の規定に加え、泉区

内に在住する主に小学生及び中学生を対象とするものであること。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費の範囲は、前条に定める補助対象事業の実施に必要な経費のうち、本要綱

別表１に該当するものとする。 

２ 次の各号に掲げる経費は補助対象外とする。 

(1) 団体の運営に係る経費、他の事業に係る経費等、補助対象事業の実施に直接関係しない

経費 

(2) 賃金、手当等、本補助金の交付を受けた団体の構成員に対し労務提供の対価として支払

われる経費 

(3) その他区長が不適当と認める経費 
 

（補助金額） 

第７条 本補助金の額は、別表２のとおりとし、予算の範囲内で決定するものとする。なお、千

円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

 （補助金交付回数） 

第８条 同一事業に対する本補助金の交付回数は、５年以内に通算３回までとする。ただし、公

益性が高く、継続することによって事業成果が高まると区長が判断したときにはこの限りでは

ない。 

 

（交付の申請） 

第９条 本補助金の交付を受けようとする者は、本補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請

書」という。）を区長が指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書（第２号様式の１または第２号様式の２） 

(2) 事業収支予算書（第３号様式） 

(3) 団体等概要書（第４号様式） 

(4) 団体等構成員名簿 

(5) 団体等の会則･規則その他これらに類する書類 

(6) 法人にあっては、市町村民税納税証明書（滞納していないことを証するもの） 

(7) その他区長が必要と認めるもの 
３ 補助金規則第５条第３項の規定により、申請書への記載を省略させることができる事項は、

同規則第５条第１項第３号に規定する事項とし、添付を省略させることができる書類は、同規



則第５条第２項第２号及び第４号に規定する書類とする。 
 
（申請内容の審査） 
第 10 条 区長は、前条第１項に基づく申請があったときは、当該申請を審査会に付議し、審査会

の審査結果を踏まえ、本補助金の交付の可否及び補助金額を査定するものとする。 
 
（審査会） 
第 11条 審査会は、次に掲げる委員長、委員をもって構成する。 

(1) 委員長 

泉区副区長 

(2) 委員 

ア 泉区総務部区政推進課長 

イ 泉区福祉保健センター福祉保健課長 

ウ 泉区福祉保健センター高齢・障害支援課長 

エ 泉区福祉保健センターこども家庭支援課長 

２ 審査会は、委員長が招集する。 

３ 審査において、委員長が必要と認めた場合は、案件に応じて委員長及び委員以外の関係者を

招集し意見を求めることができる。 

４ 審査会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

５ 委員長は、必要に応じ書面により会議を開くことができる。 

６ 委員長が欠けたときは、泉区総務部区政推進課長がその職務を代理する。 

７ 第２項及び第５項に規定する事項のほか、審査会の開催及び運営に関する事項は、別に定め

る。 
 

（交付の決定の通知） 

第 12 条 区長は、前条に規定する審査会の審査結果に基づき、本補助金を交付することが適当と

認めた場合は、本補助金交付決定通知書（第５号様式。以下、「交付決定通知書」という。）に

より、申請者に交付の決定を通知するものとする。 

２ 区長は、審査結果に基づき、交付をしないことと決定した場合は、本補助金不交付決定通知

書（第６号様式）により、申請者に不交付の決定を通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第 13 条 補助金規則第７条第１項第４号の規定により区長が本補助金の交付の目的を達成するた

めに必要があると認める場合は、交付にあたって条件を付すことができる。 

 

 （交付決定の取消） 

第 14 条 区長は、補助事業者等が次に掲げるいずれかの要件に該当するときは、本補助金交付の

決定内容の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した本補助金の全部若しくは一部の返還を

求めることができる。 

(1) この要綱又は本補助金の交付決定の内容若しくは交付条件に違反したとき。 

(2) 補助対象事業を廃止したとき。 

(3) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって本補助金の交付を受けたとき。 

(4) 第４条第１項又は第５条第１項及び第３項の要件を満たさなくなくなったとき。 

(5) その他区長が必要と認めたとき。 

 

（申請内容の変更等） 

第 15 条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに泉区地域課題解決支

援事業（変更・廃止）承認申請書（第７号様式）を区長に提出し、承認を受けなければならな

い。ただし、変更の内容が軽微な場合には提出を省略することができる。 

(1) 団体の住所又は名称を変更したとき 

(2) 団体の代表者を変更したとき 

(3) 補助対象事業の申請内容等を変更又は中止、若しくは廃止するとき 



２ 区長は、前項に規定する申請に基づいて変更等を承認することを決定したときは、泉区地域

課題解決支援事業（変更・廃止）承認通知書（第８号様式）により、申請者に通知するものと

する。 

 

（申請の取下げの期日） 

第 16 条 補助金規則第９条第１項に規定する申請の取下げの期日は、申請者が交付決定通知書の

交付を受けた日の翌日から起算して 10日以内とする。 

 

（補助事業等の遂行） 

第 17 条 補助事業者等は、法令の定め及び本補助金の交付決定の内容並びにこれに付された条件

その他区長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって適正に補助事業等を行わなければなら

ない。 

２ 補助事業者等は、本補助金を他の用途へ使用してはならない。 

 

（状況報告） 

第 18 条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行状況に関し、実地調査し、又は

補助事業者等から報告を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第19条 補助金規則第14条第１項の規定に基づく補助事業者等が区長への報告に用いる書類は、

本補助金完了報告書（第９号様式。以下「完了報告書」という。）とし、補助事業等完了日から

起算して 30 日以内に、区長に提出しなければならない。 

２ 前項の完了報告書には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 事業実績報告書（第 10号様式） 

(2) 事業収支決算書（第 11号様式） 

(3) 領収書等経費の支出を証明する書類の写し 

ただし、１件の金額が 100,000 円未満のものに係る領収書等は省略することができる。 

 

（補助金の額の確定） 

第 20 条 区長は、前条に規定する書類を受理したときは、その事業成果が本補助金の交付決定の

内容及びこれに付された条件に適合するか否かを速やかに審査し、本補助金交付額を速やかに

決定する。 

２ 補助金規則第15条の規定による補助金額の確定の通知は、本補助金額確定通知書（第12号様

式。以下「確定通知書」という。）により行うものとする。 

 

（財産の処分の制限）  
第21条 補助金規則第25条に規定する財産の処分の制限がかからなくなるために必要な期間は、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める減価償却資産の

耐用年数の期間とする。 

 

（補助金の交付時期及び交付請求） 

第22条 本補助金は、補助金規則第15条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後に交

付するものとする。ただし、区長が補助事業等の完了前に本補助金を交付しなければ補助事業

等を実施することができないなど、特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に本

補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。 

２ 第 20 条に規定する確定通知書を受理した補助事業者等は、その写し及び本補助金請求書（第

13 号様式。以下、「請求書」という。）を区長に提出しなければならない。ただし、前項ただし

書きの規定により、補助事業等完了前に本補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、第

12 条に規定する交付決定通知書の写し及び請求書を区長に提出しなければならない。 

３ 区長は適正な請求書を受理した日から 30 日以内に本補助金を交付しなければならない。 

４ 補助事業者等は、補助事業等の完了前に本補助金の交付を受け、事業完了後残金が生じたと

きには、速やかに残額を返還しなければならない。 



 

（関係書類の保存期間） 

第23条 補助金規則第26条の規定により区長が定める関係書類の保存期間は、補助事業等完了年

度の翌年度から起算して５年間とする。 

 

（書類の閲覧） 

第 24 条 補助事業者等及び区長は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月条例第 34 号）第７条第

４項の規定に基づき、一般の閲覧に供さなければならない。 

２ 前項の閲覧を行う場所及び時間は、横浜市市民協働条例施行規則（平成 25 年２月規則第 15

号）第４条に基づき、別表３のとおりとする。 

 

（調査） 

第25条 補助金規則第27条の規定により区長は、補助事業者等に対して、本補助金の交付を受け

た当該年度から起算して５年間において、補助事業等の遂行に関する状況を調査することがで

きる。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第26条 補助事業者等は、第19条に規定する実績報告を行った後に消費税及び地方消費税の申告

により本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、泉区地域

課題解決支援事業消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第 14 号様式）により、速

やかに区長に報告しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により報告があった場合は、当該報告の内容を審査し、適当と認められ

る場合は、確定した本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部

の返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第 27 条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関して必要な事項は、区長が別に定め

る。 

 

 

附 則 
この要綱は令和５年４月１日から施行する。 
  附 則 

 この要綱は令和６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は令和７年６月 27日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
   附 則 
 この要綱は令和８年４月１日から施行する。 
  



別表１（第６条第１項） 

費目 補助対象経費

報償費
講師等に対する謝金
※社会通念上適正な額とする。

使用料
事業実施に必要な会場及び機材等の使

用料・賃借料

印刷費
印刷物（チラシ・ポスター、報告書

等）の印刷費

保険料
イベント保険、レクリエーション保険

等活動に必要な保険の加入に係る費用

消耗品費 事業実施に必要な事務用品

通信費
参加者への案内状などの郵送費、専ら

補助対象事業において使用する携帯電

話等の通話料・通信料

交通費 事業実施に必要な交通費

手数料 金融機関などへの振込手数料等

委託費 イベント等の委託に関する費用

原材料費
事業で使用する食材等の材料購入に係

る費用

その他 その他区長が特に認めた経費

   

  

 

別表２（第７条） 

 (1)スタートアップコース 

事業年度 補助率 補助限度額 

１年目 10 分の８ 

25 万円 ２年目 10 分の６ 

３年目 10 分の５ 

 (2)ステップアップコース 

申請回数 補助率 補助限度額 

１回目 

10 分の５ 

20 万円 

２回目 15 万円 

３回目 10 万円 
 

(3)こどもの居場所コース 

申請回数 補助率 補助限度額 

１回目 

10 分の９ 10 万円 ２回目 

３回目 

 

  

 

  



別表３（第 24条） 

 補助事業者等 区長 

閲覧場所 
代表者の住所または補助事業者等の指

定する場所 
泉区役所総務部地域振興課 

閲覧時間 補助事業者等が指定する時間 
本補助金の交付を決定した部署の事務

取扱時間 

閲覧期間 

第１号様式から第５号様式については、本補助金の交付を受けた日から２年

間とする。第９号様式から第 11 号様式及びその添付書類については、当該書

類を区長に提出した日から２年間とする。 

 

 

 

  



第１号様式（第９条第１項） 

 

年  月  日  

 

 

泉区地域課題解決支援事業補助金交付申請書 
   

 

 泉 区 長 

  

〔申請者〕 

住所又は所在地： 

団 体 名 ： 

代 表 者 名： 

 

年度泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたいので、関係

書類を添えて申請します。 

なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11

月 30 日横浜市規則第 139 号）、泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱及び泉区地域課題解決支

援事業補助金募集要項を遵守します。 

 

 

１ 交付申請コース（いずれか１コースのみ申請できます。）※交付要綱別表２を参照 

 

  □ スタートアップコース（ □ １年目  □ ２年目  □ ３年目 ） 

  □ ステップアップコース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

  □ こどもの居場所コース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

 

２ 補助金交付申請額（※1,000 円未満切捨） 

  ￥           ．－ 

 

３ 添付書類 

(1) 事業計画書（第２号様式の１または第２号様式の２） 

(2) 事業収支予算書（第３号様式） 

(3) 団体等概要書（第４号様式） 

(4) 団体等構成員名簿 

(5) 団体等の会則･規則その他これらに類する書類 

(6) 法人にあっては、市町村民税を滞納していないことを証する書類（※納税証明書等） 

(7) 補助事業等の完了前に補助金の一部または全部の交付を必要とする団体については、その理

由書 

(8) その他区長が必要と認めるもの 

 

４ 確認欄 

当該事業について、横浜市（区役所含む）から補助・助成及び委託（指定管理を含む）を受け

ている、受ける見込みがあるもの又は横浜市の補助金の対象となるものとなっていないか。 

□ はい 

 
※この申請書及び添付書類については、補助金交付が決定した場合、横浜市市民協働条例第７条第４項

の規定に基づき、一般の閲覧に供さなければなりません。 



第２号様式の１（※スタートアップコース・ステップアップコース用）（第９条第２項第１号） 

 

 

事  業  計  画  書 

 
 □ スタートアップコース（ □ １年目  □ ２年目  □ ３年目 ） 

 □ ステップアップコース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

 

事業目的 

目的として当てはまるものすべてに✓してください 

□課題解決 □魅力向上 □つながりづくり 

□その他（                   ） 

課題や現状 

(地域の課題や現状

について具体的に記

載してください) 

 

事業の対象者・ 

参加者見込数 

対 象 者 □泉区民全般 □           を中心とした泉区民 

参加見込数     回×    人 ＝ のべ      人程度 

広報・周知方法  

実施場所  

実施内容 
（具体的に記載して

ください） 

 

期待される効果 

（課題や現状がどう

変化するか） 

 



事業スケジュール 

（当該年度） 

（別紙可） 

月/項目      

４月      

５月      

６月      

７月      

８月      

９月      

10 月      

11 月      

12 月      

１月      

２月      

３月      

【備考】 

 

事業効果を高める

工夫・取組 
（１回目の申請では

目標を記載してくだ

さい。２回目以降の

申請では前年との違

いを具体的に記載し

てください。） 

（新規参加者を増やす取組） 

 

（支出削減・収入確保の取組） 

 

（協力者を増やす取組） 

 

（その他の取組） 

過去の実績 

（資料があれば添付

してください） 

（実施回数・参加人数） 

 

（事業効果） 

 

※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。 

  



第２号様式の２（※こどもの居場所コース専用）（第９条第２項第１号） 

 

 

事  業  計  画  書 

 

 こどもの居場所コース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

 

課題や現状 
(地域の課題や現状

について具体的に記

載してください) 

 

事業の対象者・ 

参加者見込数 

※当てはまるものに✓を付けてください 

主な対象者（※複数選択可） 

□小学校低学年 □小学校中学年 □小学校高学年 □中学生 

未就学児及びその保護者の参加（※本事業において主な対象者には含みません） 

□同伴・付随的な参加は可能 □見学のみ可能 □参加不可 

参加見込数（※主な対象者のみ計上してください） 

      回×１回あたり    人 ＝ のべ      人程度 

広報・周知方法  

実施場所 
 

実施内容 
（具体的に記載して

ください） 

□こども食堂 □居場所づくり □その他（             ） 
※当てはまるものすべてに✓を付け、内容を具体的に下に記載してください 

こどもの安全に 

対する配慮 

（具体的に記載して

ください） 

保護者同伴（□有 □無）保険加入（□有 □無）食品提供（□有 □無） 

※活動中や活動の前後に配慮している点を記載してください。例）冬季の暗さ対策 

 

期待される効果 

（課題や現状がどう

変化するか） 

 



事業スケジュール 

（当該年度） 

（別紙可） 

月/項目      

４月      

５月      

６月      

７月      

８月      

９月      

10 月      

11 月      

12 月      

１月      

２月      

３月      

【備考】 

 

事業効果を高める

工夫・取組 
（１回目の申請では

目標を記載してくだ

さい。２回目以降の

申請では前年との違

いを具体的に記載し

てください。） 

（新規参加者を増やす取組） 

 

（支出削減・収入確保の取組） 

 

（協力者を増やす取組） 

 

（その他の取組） 

 

過去の実績 

（資料があれば添付

してください） 

（実施回数・参加人数） 

 

（事業効果） 

 

※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。 

  



第３号様式（第９条第２項第２号）

事業収支予算書

１　収入の部 （単位：円）

項目 金額 説明

会費

参加料

寄付等

その他

泉区地域課題解決支援事業補助金

合計①

２　支出の部 （単位：円）

項目 金額 説明

事務費（Ａ） 0円

報償費

使用料

印刷費

消耗品費

通信費

手数料

活動費（Ｂ） 0円

保険料

交通費

委託費

原材料費

補助対象経費（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 0円

その他対象外経費（Ｄ）

合計②（総事業費） 0円

３　差引（①－②）

0円

※収入の部の合計と支出の部の合計（総事業費）は一致させてください。
※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければ
　なりません。

自主財源



第４号様式（第９条第２項第４号） 
 

団  体  等  概  要  書 
 

団体名  

所在地 
〒 

 

ふりがな 

代表者氏名 

 

 

代表者連絡先 

住所 ：                

電話 ：   （   ）     ＦＡＸ：    （   ） 

E メール：                

設立（活動開

始）年月 
    年   月 

構成員数 人 主な活動地域  

会報・広報誌 

等の発行 
□有    □無 

ホームページ URL: 

団体の目的  

現在の 

主な活動 
 

過去の助成等

実績 

過去５年以内に横浜市や社会福祉協議会、民間団体等から助成金や事業委託を受けたこと

がある場合は、名称、金額、期間等を記載してください。 

 

確認事項 

当団体は，泉区課題解決支援事業補助金交付要綱第４条第２項の各号に規定す

るいずれの要件にも該当していません。 

 

  年  月  日 

 

  代表者氏名              印（氏名自署の場合は印不要） 

 

備考  



第５号様式（第 12条第１項） 

泉 第       号  

   年   月   日  

 

 

 様  

 

 

横浜市泉区長  

 

 

泉区地域課題解決支援事業補助金交付決定通知書 
 

 

 年  月  日に申請のありました、泉区地域課題解決支援事業補助金については、次の条件

を付けて交付することを決定しましたので通知します。 

 

１  補助金交付額 

 

    ￥         ．－ 

 

２  交付条件 

(1) 横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年 11月 30日横浜市規則第139号）、泉区地域課

題解決支援事業補助金交付要綱及び泉区地域課題解決支援補助金募集要項を遵守してください。 
 (2) この補助金は、泉区地域課題解決支援事業実施のために使用し、他の事業には流用しないで

ください。また、事業の執行にあたっては、補助金以外の収入を先行して支出に充当してくだ

さい。 

(3) 事業を中止する場合は速やかに区長に報告してください。 

(4) 事業完了後 30 日以内に、泉区地域課題解決支援事業完了報告書、実績報告書及び収支決算書

を提出してください。 

 (5) 余剰金が生じたときは、速やかに返還してください。 

（6）虚偽又は不正な方法で補助金の交付を受けたときには、補助金の全額又は一部の返還を求め

ることがあります。 

（7）次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、50,000 円以下の過料に

処します。 

 ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

 イ 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき 

 (8) 補助金の使途について、必要があると認められるときは、調査を行うことがあります。 

(9) 事業の実施に関しては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いには留意して

ください。 

（10）この書類は、横浜市市民協働条例（平成 24 年６月条例第 34 号）第７条第４項及び横浜市市

民協働条例施行規則（平成25年２月規則第15号）第４条の規定に基づき、一般の閲覧に供さな

ければなりません。 

 

 

 

 

 

 

担当   

電話 



第６号様式（第 12条第２項） 

泉 第   号  

年   月   日  

 

 

 様  

 

 

横浜市泉区長  

 

 

泉区地域課題解決支援事業補助金不交付決定通知書 
 

 

      年 月  日に申請のありました泉区地域課題解決支援事業補助金については、交付しない

ことを決定したので通知します。 

 

 

  不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当   

電話 



第７号様式（第 15条第１項） 

 

年  月  日  

 

泉区地域課題解決支援事業（変更・廃止）承認申請書 
   

 

 泉 区 長 

  

〔申請者〕 

住所又は所在地： 

団 体 名： 

代 表 者 名： 

 

  年  月  日泉 第   号で交付決定を受けた泉区地域課題解決支援事業補助金について

は、次の通り変更したいので、泉区地域課題解決支援事業補助金要綱第 15 条の規定に基づき承認

を申請します。 

 

【申請内容の変更】 

□ 団体の住所又は名称  □ 団体の代表者  □ 補助対象事業の申請内容等  □ その他 

変更内容 

【変更前】 

 

【変更後】 

 

変更理由  

 ※当該事業の交付決定を受けた金額から変動する場合については、収支予算書の再提出を求める

ことがあります。 

 

 

【廃止】 

理由  

  



第８号様式（第 15条第２項） 

泉 第   号  

年   月   日  

 

 

 様  

 

 

横浜市泉区長  

 

 

泉区地域課題解決支援事業（変更・廃止）承認通知書 

 
 

 

      年 月  日に申請のありました泉区地域課題解決支援事業補助金の（変更・廃止）を承認

します。 

 

 

 

付帯条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当   

電話 



第９号様式（第 19条第１項） 

 

 

泉区地域課題解決支援事業補助金完了報告書 
 

 

  年  月  日  

 

泉 区 長 

  

〔申請者〕 

住所又は所在地： 

団 体 名： 

代 表 者 名： 

 

  年   月   日泉第     号で補助金の交付決定を受けた事業が完了しましたので、関係書類

を添えて報告します。 

 

１精算 

 

 (1) 収入額   ￥           ．－ 

 

 (2) 支出額    ￥           ．－ 

 

 (3) 差 引   ￥           ．－   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。 
 



第 10号様式（第 19条第２項第１号） 

 

 

事 業 実 績 報 告 書 

コース 

□ スタートアップコース（ □ １年目  □ ２年目  □ ３年目 ） 

□ ステップアップコース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

□ こどもの居場所コース（ □ １回目  □ ２回目  □ ３回目 ） 

事業期間     年   月   日 から    年   月   日 まで 

実施内容 

（予定と実績とで変わった内容を中心に、できるだけ具体的に記載してください） 
 

延べ参加人数及び

主な世代 
（スタッフは除く） 

 

実施結果及び 

自己評価 

（事業の成果物があれば添付してください） 

事業効果の自己評価 □目標以上 □目標程度 □目標以下 

 

 

今後の課題・目標  

※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。 



第11号様式（第19条第２項第２号）

事業収支決算書

１　収入の部 （単位：円）

項目 金額 説明

会費

参加料

寄付等

その他

泉区地域課題解決支援事業補助金

合計

２　支出の部 （単位：円）

項目 金額 説明

事務費（Ａ） 円

報償費

使用料

印刷費

消耗品費

通信費

手数料

活動費（Ｂ） 円

保険料

交通費

委託費

原材料費

補助対象経費（Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 円

その他対象外経費（Ｄ）

合計（総事業費） 円

３　差引（①－②）

0円

※収入の部の合計と支出の部の合計（総事業費）は一致させてください。
※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければ
　なりません。

自主財源



 第 12 号様式（第 20 条第２項） 
泉 第      号  

   年   月   日  
 
       

      様  
 

横浜市泉区長  
 
 

泉区地域課題解決支援事業補助金額確定通知書 
 
 

 年  月  日に実績報告書の提出がありました、泉区地域課題解決支援事業補助金について

は、次のとおり、その額を確定しましたので通知します。 
 
 
補助金確定額    ￥         ．－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当   

電話 



第 13号様式（第 22条第２項） 

 

 年  月  日  

 

泉区地域課題解決支援事業補助金請求書 
 

  

 

泉 区 長 

 

〔申請者〕 

住所又は所在地： 

団 体 名： 

代 表 者 名：  

 

 泉区地域課題解決支援事業補助金を次のとおり請求します。 

 

１ 請求額 ￥             ．－  

 

 ２ 振込先 

フリガナ  

口座名義人  

住所 

〒 
 

横浜市 

振込先 

            銀行 

            信用金庫              支店 

            信用組合              出張所 

            農協  

預金種目 普通 ・ 当座 口座番号        

 

   （※ 口座名義人が代表者と異なる場合は、上記[申請者]の代表者名の右に押印のうえ、以下

破線枠内にも署名・押印してください。） 

   上記口座に補助金を振り込みください。                   

    

      代表者名                印 

 

 ３ 添付書類 

   泉区地域課題解決支援事業補助金交付決定通知書又は泉区地域課題解決支援事業補助金額確

定通知書の写し  



第 14号様式（第 26条第１項） 

 

年  月  日  

 

 

泉区地域課題解決支援事業消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 
 

 

泉 区 長 

 

 

〔申請者〕 

住所又は所在地： 

団 体 名： 

代 表 者 名：  

 

 

 年  月  日付（泉 第  号）により確定通知のありました、「泉区地域課題解決支援事

業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、下記のとおり報告します。 
 
 
 

（単位：円）  

１ 
泉区地域課題解決支援事業補助金交付要綱第20条

に基づく補助金交付額の確定額 
 

２ 
補助金の確定時における消費税等仕入控除税額

（Ａ） 
 

３ 
消費税及び地方消費税の確定に伴う補助金に係る

消費税等仕入控除税額（Ｂ） 
 

４ 補助金返還相当額（Ｂ－Ａ）  
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